
◎ 葬祭施設等設置手続きの流れ 

 

 

 

近隣説明会の実施 

（紛争予防条例） 

60 日間 

（工事が伴う場合） 

工事着工日 

葬祭施設等の営業開始日 

7 日以内 7 日以内 

紛争予防条例 ： 中高層建築物等の建築に係る 
紛争の予防及び調整条例 

葬 祭 基 準 ： 葬祭施設等設置整備基準 

事前協議申請書の提出 

（葬祭基準） 

標 識 の 設 置 

（紛争予防条例） 

基準適合通知書を 

区から交付 

（葬祭基準） 

説明会等報告書の提出 

（紛争予防条例） 

標識設置届の提出 

（紛争予防条例） 

完了検査 

工事完了日 

写しを提出 

【令和８年４月改正の主な項目】 

① 事前協議申請と標識設置の順序を逆にする 

（集合住宅条例のﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝと同じ流れ） 

 

② 建築確認申請が不要な 200㎡未満の用途変更

による葬祭施設の設置も協議対象とする 

 

③ 小中学校等の敷地から 100ｍ以上離れた場所

に葬祭施設を設置するよう努める規定を追加する 

標準処理期間 

30 日 

60 日間 

（工事が伴わない場合） 


